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のまネット西宮

サービスの利用
受給者証が交付されたら、

受給者証を持って、利用した
い施設又は事業者に利用の申
し込みをします。
施設や事業所は、必ず契約

をする前に提供できるサービ
スの内容などについて、説明
することが義務付けられてい
ます。
説明を受けた内容でよけれ

ば、契約をします。そのとき、
事業者に、受給者証の記入欄
に必要事項を記入、押印して
もらいます。
サービスを利用したら利用

料（利用者自己負担金）を施
設、事業者に支払います。
利用料の額については、まだ
決まっていません。

受給者証
支給が決定された

ら、受給者証が交付
されます。居宅サー
ビスを利用する場合
は「居宅受給者証」、
施設サービスを利用
する場合は「施設受
給者証」が、それぞ
れ交付されます。
受給者証には、サ

ービスを利用するの
に必要な情報が記載
されています。また、
施設や事業者との契
約やサービスを利用
するときも提示が必
要ですから、大切に
扱ってください。

支給決定
利用できるサー

ビスの種類、量、
支給期間等の支給
を決定します。
支給の決定方法

については、現在
検討中ですが、市
では手帳の等級で
判断するのではな
く、その人の支援
の必要性に応じて、
決定する方法を検
討中です。
なお、支給決定

の内容に不服があ
る場合は、６０日以
内に市長に対し、
審査請求をするこ
とができます。

調査・審査
市は、申請を受け付け

た後、支援費の支給の要
否、支給量（サービスを
利用できる量）、利用料な
どを決めるために、調査
をおこないます。
調査で聞く主な点は、

・障害の種類や程度、及
びその他の心身の状況
・介護をおこなう人の状
況
・支援費の受給状況
・支援費以外の保健医療
又は福祉サービスの利用
状況
・利用に関する意向
・利用者の環境 などで
す。

相談・申請
支援費の支給申請をする前に、

自分に必要なサービスを考えます。
それが支援費に該当するサービス
かどうか確認します。
＜相 談＞
サービスについての情報が知り

たいときや相談したい時は、市や
相談窓口で相談してください。西
宮市では、福祉のサービスだけで
なく、様々な相談に対応するため、
「障害者あんしん相談窓口」を設
置しましたので、お気軽にご相談
ください。
＜申 請＞
利用するサービスを決めたら、

市に支給の申請をします。そのと
きに本人及び扶養義務者の収入の
わかるものが必要です。

Ｑ５．いま施設を利用している人
は、制度が始まっても、１年間
は支給決定を受けなくていいと
聞きましたが、本当ですか？

Ａ．平成１５年３月３１日までに
措置決定された人は「みなし規
定」に該当し、１年間は引き続き
利用することができます。西宮
市では、市内の通所施設利用者
は、今年度、申請の受付をします
が、市外の施設利用者について
は、平成１５年４月以降を予定し
ています。市内の入所施設利用
者については、できる限り、今年
度に申請を受け付ける予定です。

Ｑ４．障害程度区分っ
て何ですか？

Ａ．障害程度区分
とは、施設サービス
の支援費の額につい
て、障害の程度に応
じて差が生じるよう
にしたものです。サ
ービスの提供内容等
を示すものではあり
ません。
障害程度区分は、

３区分に設定されて
います。

Ｑ３．支給期間が終了
したら、その後は利
用できないのです
か？

Ａ．支給期間が終
了しても、再度、支
援費の申請をし、支
給決定を受ければ、
継続して利用するこ
とは可能です。
支給期間は、定期

的に、本人の意向や
状況を確認、見直す
ために設けられてい
ます。

Ｑ２．利用料は変わる
のでしょうか？

Ａ．現在、利用者
の負担額は、本人又
は扶養義務者の収入
等に応じて決められ
ています。
支援費制度に変わ

っても、現行と同じ
収入等に応じた負担
のあり方が考えられ
ていますが、国にお
いて検討中です。決
まり次第お知らせし
ます。

Ｑ１．現在、通所授産施設
を利用しています。休日
には、ガイドヘルパーも
利用していますが、申請
は２つするのですか？

Ａ．１枚の申請書で、両
方のサービスの申請をす
ることができます。受給
者証は、通所授産施設と
記載された「施設受給者
証」とガイドヘルパーは、
居宅介護のサービスとな
るので、「居宅受給者証」
との２種類が交付される
ことになります。

市では、福祉サービスや就労、権利擁護等の様々
な相談に対応するため、地域に「障害者あんしん
相談窓口」を設置しましたので、ご利用ください。現在、西宮こどもセンターで、短期入所事業

（ショートステイ）を利用されている皆さん
へ
平成１５年４月から障害児の居宅サービスの

窓口が県から市に変わります。
また、施設を利用する短期入所事業は、支

援費制度の対象となるため、利用方法も変わ
ります。緊急一時保護者を利用する短期入所
は、兵庫県の事業であるため、支援費制度に
は移りません。
市では、現在こどもセンターで短期入所を

利用されている人に、届出をお願いしていま
す。届出をしていただいた方には、申請の案
内やパンフレット等を送付させていただきま
す。お電話でも結構です。
届出先
西宮市役所 本庁舎７階 障害新制度準備室
電話 ０７９８（３５）３７６７

わかばエール

〒６６３―８２３３
西宮市津門川町２―２８
わかば園内
電話 ０７９８（３９）２５００
ＦＡＸ０７９８（３９）２５００

ピアサポート・西宮

〒６６２―０８５１
西宮市中須佐町５―１２
メインストリーム協会内
電話 ０７９８（３４）４６０９
ＦＡＸ０７９８（３４）４６０４

〒６６２―０９１３
西宮市染殿町８―１７
総合福祉センター内
電話 ０７９８（３７）１３００
ＦＡＸ０７９８（３４）５８５８

ななくさ清光園

〒６６３―８００１
西宮市田近野町８―１
電話 ０７９８（５６）１７００
ＦＡＸ０７９８（５６）１７０１

砂子療育園地域支援課

〒６６３―８１３１
西宮市武庫川町２―９
電話 ０７９８（４７）９９５９
ＦＡＸ０７９８（４３）１０２２

で あ い

〒６６３―８２４１
西宮市津門大塚町１―３８
すずかけ作業所内
電話 ０７９８（２３）６８６５
ＦＡＸ０７９８（２３）６８６５

障障害害者者ああんんししんん相相談談窓窓口口
お 願 い

支援費制度Ｑ＆Ａ

（２）平成１４年（２００２年）９月１０日障害者福祉支援費制度特集号


